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今月の今月の視視点点

性教育のこれまでとこれから

常任理事　茶川　治樹

性教育の必要性
　現在の日本において、学校現場では積極的に性
教育が行われていないのが現状である。また、親
から子への性教育も、ほとんど行われていない。
よって若者たちの性に関する情報源は、主に友人
やSNSであるが、偏った情報や誤った情報も多く、
子どもたちにとって何を信じていいのか判断が難
しい。一方で、子どもたちは性に関心を持ってい
て、だからこそ信頼できる情報源から話を聞きた
いと思っているはずである。
　正しい避妊方法を知らないために実践できず、
低年齢で妊娠したため、人工妊娠中絶をせざるを
得ない場合、心身への負担が大きい。「日本家族
計画協会」のホームページに掲載されていた人工
妊娠中絶件数の年次推移の表（表 1）では、20
歳未満の人工妊娠中絶件数は、少子化の中で毎年
減少傾向ではあるが、全国で１万人前後を数える。
　また、性器クラミジア感染症や梅毒などの性感
染症は、「性の健康医学財団」のホームページに
掲載されている、性器クラミジア感染症の定点あ
たり年齢階級別人数のグラフ（表 2）で分かるよ
うに、20 歳代を中心とした若者に多い。性感染
症は、無症状でも感染状態が継続すると、将来不
妊症の原因になることがある。若者に正しい性感
染症の予防方法を身につけてもらう必要がある。
　日本性教育協会が公表している「青少年の性行
動全国調査」（第 8 回・2017 年調査）によると、
性交経験がある子どもは、中学生男子で 3.7％、
中学生女子で 4.5％。高校生男子では 13.6％、高
校生女子は 19.3％となっている。高校生ともな
れば、男女ともに一定の割合で性交を経験する生

徒がおり、中学生でも経験者がいるのが実情であ
る。
　しかし、性交による結果である妊娠を防ぐ正し
い情報や性感染症を予防してお互いを傷つけない
ための知識は行き渡っていない。子どもたちが妊
娠・避妊・性感染症などに対する正しい知識を持
ち、自ら考え、自らの意思で行動できるようにな
ることが重要であり、子どもたちの心身を守るた
めにも、早い段階から正しい性の知識を身につけ
てもらう必要がある。

私の性教育への関わり
　私は、20 数年前に保健所長として数年間勤務
した。保健所業務の一つに性感染症予防の啓発が
ある。当時は HIV や AIDS の患者が日本でも増加
してきており、保健所で無料・匿名にて HIV 検
査が開始された。また、若者への性感染症予防啓
発の講演会も積極的に行っていた。保健所には中
学校や高校から HIV・AIDS を中心とした性感染
症予防についての講演依頼があり、その関係で子
どもたちへの性教育に関わるようになった。学校
の立場として、外部から性教育の講師を呼びたい
が、医師は講師料が高いため躊躇する材料になっ
ていた。その点、保健所勤務時代は公務員であっ
たため、報酬なしで山口県内の多くの中学・高校
から依頼を受け、性教育を実施していた。その内
容は、性感染症予防に留まらず、正しい避妊方法
にも言及することになる。
　数年前、うれしい話があった。県内のある高校
から性教育の依頼を受けた。すでに病院勤務医で
ある私に依頼した理由として、その高校の養護の
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先生によると「自分が高校生の時に茶川先生の性
教育の講演を聞いて、たいへん分かりやすく役に
立ったので、この学校の生徒にもぜひ聞かせたい
と思ってお願いしました」とのことであった。
　また、私が公衆衛生の講義を行っていた看護学
校では、性教育をピアカウンセリングという手法
で実践することに取り組むことになり、保健所と
してその指導にあたり、私は医師の立場で関わっ
ていた。性教育におけるピアカウンセリングとは、
生徒たちと同世代の看護学生がピア（仲間）とし
て、「生」や「性」の悩みなど、同じ目線で話し
合い、一緒に考えるプログラムである。…その目的

は、「みんなそれぞれいろいろな考え方や価値観
をもっていることを知り、自分と周りの人も大切
にしながら自分の歩む道について考えること」で
ある。親でもなく、教師でもなく、同世代に生き
るピアと価値観を共感・共有していく中で、生徒
たちが少しでも楽な気持ちで性について話し合
い、正しい知識を身につけてほしいとの思いでの
取組みであった。具体的には、同世代の若者が中
学生や高校生に性感染症や避妊方法などについて
アドバイスする取組みで、学園祭などで毎年ブー
スを作って実践した。
　また、市内の高校にもピアによる性教育を提

（一般社団法人日本家族計画協会ホームページより）

（公益財団法人性の健康医学財団ホームページより）

表 1　人工妊娠中絶件数の年次推移

表 2　性器クラミジア感染症（定点あたり年齢階級別・2020 年）
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案して、複数の看護学生が講師となって性教育を
行った。実際にペニスの模型を食品用ラップの芯
を使って作成し、本物のコンドームを使用してペ
ニスの模型に装着する実習も含まれていた。性教
育終了後に高校生にアンケートを実施して、グラ
フのような回答を得た（表 3）。高校生たちは拒
否感なく取り組んでいて、ピアだから取り組める
内容であった。

性教育バッシング
　日本では、1980 年代後半に「AIDS パニック」
があった。そのころ、AIDS に関する間違った報
道も多く、その危機感から子どもたちに正しい
情報を伝えるため、中学・高校において性教育が
行われるようになった。よって、熱心な教員は、
HIV 感染予防だけでなく避妊方法にも言及する教
育を行った。
　しかし、2000 年代に「性教育バッシング」の
動きがあり、学校現場での性教育は停滞し、現在
も同様な状況が続いている。その理由として、性
教育に関わってきた教員らは、2003 年に起こっ
た七生養護学校事件の記憶と、1998 年の改定で
学習指導要領に記載された「はどめ規定」の存在
を指摘する。
　七生養護学校事件とは、東京都日野市の養護学
校で行われていた性教育の授業を自民党議員らが
視察して、その内容を批判した。そのため東京都
教育委員会が当時の校長や教職員に厳重注意処分
を行った。その後、民事裁判でこれが不当介入で

あったことや、元校長らへの処分取消が認められ
た。当時の圧力が不当であったことは認められた
ものの、学校現場での性教育が萎縮した。
　また「はどめ規定」には、小学 5 年の理科で「人
の受精に至る過程」、中学 1 年の保健体育で「妊
娠の経過」を取り扱わない、などが明記されてい
る。現場の教員が教育委員会から「授業で使った
プリントや教材を提出しろ」と言われたり、「こ
ういう授業をするな」と言われたり、これまでの
ように具体的な性教育を行えなくなった。

文部科学省の「生命（いのち）の安全教育」の取
組み
　2020 年に決定された政府の「性犯罪・性暴力
対策の強化の方針」に基づき、内閣府、警察庁、
法務省、文部科学省、厚生労働省の各省庁がそれ
ぞれの対策を行うことになった。性犯罪・性暴力
は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権
侵害であり、被害者の心身に長期にわたり重大な
影響を及ぼす。性犯罪・性暴力の根絶に向けて、
誰もが性犯罪・性暴力の加害者にも、被害者にも、
傍観者にもならないように、2020 年から 2022
年までの３年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化
期間とした。
　2023 年度からは、子どもを性暴力から守るた
めの文科省による取組み「生命（いのち）の安全
教育」が、全国の学校で本格的に始まった。「生
命の安全教育」では、発達の段階に応じた、「生
命を大切にする」「加害者にならない」「被害者に

表 3
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ならない」「傍観者にならない」ための教育を実
施することを目指している。対象は幼児（就学前
の教育・保育）、小学校、中学校、高校、大学等
である。幼児期から体の大切さを教え、小学生に
は嫌な思いをした際の対処法、SNS の注意点、中
学生以降では恋人間の暴力などを指すデート DV
なども取り上げ、子どもたちが発達に応じて自
他の心身を尊重する思いが育つことを目指してい
る。そして、学校教育活動全体で性暴力被害防止
に取り組む際の指針となるのが、文科省のホーム
ページに掲載されている教材や指導の手引きであ
る。
　文科省は「性に関する指導と重なる部分はある
が、目的が異なる」として性教育とは位置付けて
いない。生命の安全教育が具体的な性の知識を避
けた内容になっているのは、学習指導要領に記載
された「はどめ規定」が影響している。性暴力を
文科省が教育テーマとして推進するのは大きな前
進ではあるが、前提となる性の教育が欠けていて、
性の科学的知識を知らずに性暴力をどう防ぐのか
を教育することに対して、学校現場の混乱が予想
される。

包括的性教育
　日本弁護士連合会や日本財団は、政府に対して、
先進国で主流の「包括的性教育」の導入を求める
提言をしている。その内容は、国連教育科学文
化機関（ユネスコ）が提示した「国際セクシュア
リティ教育ガイダンス」に基づいていて、この中
で包括的性教育を提唱している。健康と福祉、人
権の尊重、男女平等を促進することを目標とした
質の高い包括的性教育のために、次の８つのキー
コンセプトが示されている。
1．関係性
2．価値観、権利、文化、セクシュアリティ
3．ジェンダーの理解
4．暴力と安全確保
5．健康と幸福のためのスキル
6．人間のからだと発達
7．セクシュアリティと性的行動
8．性と生殖に関する健康

　上記のコンセプトに基づき、科学的な性の知識
とともに、性交、避妊、ジェンダー、人権、多様
性、人間関係、性暴力の防止なども含めた幅広い
範囲を、発達に応じて学ぶ内容になっている。具
体的には、生殖や性的行動におけるリスク、性に
関する疾病について教えることにとどまらず、性
を「権利」として捉え、人権を基盤におき、コミュ
ニケーションやジェンダー・セクシュアリティ平
等、差別や暴力、社会的・文化的要因、メディア
リテラシーなどを取り扱う。
　男女雇用機会均等法が制定されてから約 40 年
が経とうとしている。この間、ジェンダー平等や、
性の多様性に関する認知は広まったが、「マジョ
リティ」も「マイノリティ」も関係なく、すべて
の人が生きやすい社会が実現したとは言い難い。
従来の性教育よりも大きな視点で、性だけでなく

「その人らしさ」を問い直す「包括的性教育」に、
中学校・高等学校において取り組む必要がある。
　学校教育においては、2015 年に文科省が、性
的マイノリティの子どもたちへのきめ細やかな対
応を求める通知を全国の教育委員会に出した。こ
のころから学校の中でも、いろいろな性の子ども
がいるんだということが意識化され、「個性を大
切にする教育や言葉がけが大事」という認識を持
つ教員が増えたと聞いている。今後、子どもたち
が自分のジェンダーやセクシュアリティについて
の悩みを先生に相談できる環境が整ってきて、制
服や校則を見直す動きが広がることを期待する。
　私は、今でも高校生や短大生に性教育を実施す
ることがあり、できる限り包括的性教育を目指し
ている。具体的な内容は、思春期の男女の身体の
変化、初潮や月経の知識、精通や射精の知識、月
経時の女性への配慮、マスタベーションの大切さ、
性交をする目的の理解、妊娠の仕組み、子宮外妊
娠の知識、10 代の人工妊娠中絶や性感染症の現
状、性感染症の知識、適切な避妊方法、コンドー
ムの有用性、ピルの効果、子宮頸がんと HPV の
関係、ワクチンの重要性、同性を好きになる人へ
の理解、同意のない性交はしないこと、などを伝
えている。
　


